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組合 Q ＆ A
　

法
律
は
、
理
事
が
組
合
と
契
約
す
る

場
合
を
「
自
己
契
約
」
と
し
、
理
事
会

の
承
認
事
項
と
定
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
規
定
は
、
理
事
個
人
と
組
合
の

契
約
だ
け
で
な
く
、
理
事
会
社
と
組
合

の
間
の
契
約
に
も
適
用
さ
れ
ま
す
。
理

事
長
（
会
社
）
の
場
合
に
は
、
民
法
の

双
方
代
理
に
も
抵
触
し
ま
す
。
組
合
の

代
表
者
と
会
社
の
代
表
者
が
同
じ
人
間

に
な
り
、
自
分
が
自
分
と
契
約
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
民
法
の
双
方

代
理
の
契
約
も
理
事
会
の
承
認
が
あ
れ

ば
有
効
に
成
立
し
ま
す
。

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
理
事
が

自
分
の
利
益
の
た
め
に
組
合
・
組
合
員

に
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で

す
。
で
す
か
ら
、
損
害
を
与
え
る
心
配

の
な
い
契
約
で
あ
れ
ば
、
理
事
会
の
承

認
は
不
要
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。（
※
組

合
法
第
三
十
八
条
参
照
）

　

例
え
ば
、
共
同
購
買
事
業
を
理
事
が

利
用
す
る
と
し
ま
す
。
不
当
に
安
く
組

合
か
ら
買
え
ば
問
題
で
す
が
、
一
般
組

合
員
と
同
じ
価
格
で
共
同
購
買
事
業
を

利
用
す
る
の
な
ら
ば
、
理
事
会
承
認
は

不
要
で
し
ょ
う
。
自
分
の
利
益
を
は
か

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

　

理
事
会
承
認
の
要
・
不
要
の
境
目
は
、

理
事
が
自
分
の
利
益
を
追
求
で
き
る
か

否
か
に
あ
り
ま
す
。
契
約
の
内
容
が
、

定
型
的
で
料
金
、
条
件
等
が
確
定
し
て

い
て
、
自
分
の
利
益
を
は
か
る
余
地
の

な
い
共
同
購
買
の
よ
う
な
取
引
で
あ
れ

ば
理
事
会
承
認
は
不
要
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
実
際
に
は
微
妙
で
す
。
共

同
購
買
事
業
の
利
用
で
あ
っ
て
も
希
少

価
値
の
あ
る
商
品
の
場
合
に
は
、
理
事

会
の
承
認
を
得
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

レ
コ
ー
ド
店
の
組
合
が
人
気
タ
レ
ン

ト
の
新
曲
を
共
同
購
買
す
る
と
し
ま

す
。
組
合
員
全
員
が
望
む
枚
数
を
入
手

で
き
る
な
ら
自
己
契
約
の
問
題
は
発
生

し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
Ｃ
Ｄ
の
仕

入
枚
数
が
少
な
く
、
理
事
が
自
分
の
店

に
優
先
的
に
配
分
す
る
可
能
性
が
あ
る

な
ら
ば
、
自
己
契
約
が
問
題
に
な
る
で

し
ょ
う
。
共
同
購
買
で
も
、
そ
の
態
様

に
よ
っ
て
は
理
事
会
承
認
が
必
要
な
場

合
も
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

自
衛
隊
な
ど
の
官
公
庁
か
ら
の
仕
事

を
受
注
す
る
組
合
の
多
く
は
官
公
需
適

格
組
合
に
な
っ
て
い
ま
す
。
適
格
組
合

に
な
る
た
め
に
は
、
共
同
受
注
規
約
、

配
分
基
準
な
ど
を
厳
格
に
規
定
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
規
定
に
の
っ

と
っ
て
理
事
が
配
分
を
受
け
た
と
い
う

こ
と
で
あ
れ
ば
、
理
事
会
承
認
を
得
る

必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
自
己
の
利
益
を
は
か
る
余
地
が
少

し
で
も
あ
る
な
ら
ば
理
事
会
承
認
を
得

て
お
く
ほ
う
が
賢
明
だ
と
思
い
ま
す
。

　

平
成
十
八
年
の
法
改
正
で
、
理
事
会

承
認
後
も
重
要
事
項
を
理
事
会
に
報
告

す
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

★�

原
則
と
し
て
理
事
（
会
社
）
と
組
合

の
契
約
は
自
己
契
約
、
理
事
会
承
認

が
必
要

★�

自
分
の
利
益
を
は
か
る
余
地
が
な
け

れ
ば
承
認
不
要

組
合
Ｑ
＆
Ａ

理
事
の
自
己
契
約
と
は
？

ポ
イ
ン
ト

Ｑ 

．
理
事
会
、
役
員
に
関
す
る
正
誤
問

題
で
す
。

【
第
１
問
】
理
事
会
の
特
別
議
決
事
項

は
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
理

事
の
２
／
３
以
上
を
も
っ
て
行
う
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

【
第
２
問
】
理
事
会
の
決
議
に
特
別
の

利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
は
、
そ
の
議

決
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

意
見
陳
述
の
機
会
は
与
え
ら
れ
る
。

【
第
３
問
】
利
益
相
反
取
引
を
行
お
う

と
す
る
組
合
の
理
事
は
、
理
事
会
の
定

足
数
に
は
入
る
も
の
の
、
議
決
権
は
停

止
さ
れ
る
。

【
第
４
問
】
役
員
の
定
数
の
１
／
３
を

超
え
る
者
が
欠
け
た
と
き
は
、
３
か
月

以
内
に
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
第
５
問
】
組
合
と
理
事
の
会
社
と
が

契
約
す
る
場
合
は
、
自
己
契
約
の
適
用

は
な
い
。

《
解
答
》

【
第
１
問
】
×
（
理
事
会
に
は
特
別
議
決
事
項
は
な
い
。

理
事
会
の
決
議
は
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
理

事
の
過
半
数
が
出
席
し
、
そ
の
過
半
数
を
も
っ
て
行
う
、

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。（
定
足
数
も
可
決
要
件
も
、
過
半

数
を
上
回
る
割
合
を
定
款
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
））

【
第
２
問
】
×
（
特
別
利
害
関
係
人
は
、
議
決
に
加
わ
る

こ
と
が
で
き
な
い
し
、
意
見
陳
述
の
機
会
も
な
い
。） 

【
第
３
問
】×（
利
益
相
反
取
引
を
し
よ
う
と
す
る
理
事
は
、

理
事
会
の
承
認
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
理
事
会
で

は
特
別
利
害
関
係
人
に
な
り
、
議
決
権
は
な
く
定
足
数

の
カ
ウ
ン
ト
か
ら
も
除
外
さ
れ
る
。）【
第
４
問
】
○ 

【
第
５
問
】
×
（
自
己
契
約
は
、「
組
合
」
と
「
理
事
又
は

第
三
者
」
が
契
約
す
る
場
合
の
規
定
で
あ
り
、
こ
の
第

三
者
に
は
理
事
の
会
社
が
含
ま
れ
る
の
で
、
自
己
契
約

の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。）

組
合
士
検
定
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
‼

　
自
衛
隊
・
警
察
の
制
服
を
共
同

受
注
し
て
い
る
。
共
同
受
注
し
た

仕
事
を
理
事
会
社
に
配
分
す
る
と

「
自
己
契
約
」
に
な
る
か

中
小
企
業
組
合
理
事
の
た
め
の
Ｑ
＆
Ａ

「
清
水
透
著
・
２
０
１
０
年
５
月
25
日
（
新
訂
）

第
１
版
第
１
刷
発
行
」
よ
り
転
載
。

⃝
�

⃝

◎�

ご
購
入
の
お
申
込
み
等
、
図
書
に
つ
い
て

の
詳
細
は
全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
参
照
下
さ
い
。（
ト
ッ

プ
ペ
ー
ジ
▽
中
央
会
の
出
版
刊
行
物
）


